
令和７年度 第２回 久留米市地域公共交通会議

令和８年１月１６日(金)



2議事

議案第７号

令和７年度久留米市生活交通確保維持改善計画（久留米市地域内

フィーダー系統確保維持計画）の一次評価について

議案第８号

地域公共交通調査事業（地域公共交通アップデート化推進事業

（市町村型））の一次評価について

議案第９号

第２期久留米市地域公共交通網形成計画の評価指標(案)について

議案第10号

城島地域よりみちバス「インガット号」の運行計画変更（案）に

ついて

議案第11号

久留米市運賃協議分科会設置要領の制定について

議案第12号

久留米市地域公共交通会議設置要綱の一部改正について



3議案第７号

令和７年度久留米市生活交通確保維持改善計画

（久留米市地域内フィーダー系統確保維持計画）の

一次評価について

令和７年度久留米市生活交通確保維持改善計画（久留米市

地域内フィーダー系統確保維持計画）の一次評価について、

別紙のとおり承認を求める。

令和 ８年 １月１６日提出



4事業評価制度とは

地域公共交通確保維持改善事業を活用した事業について、次年度または将来の事業を
より効果的・効率的に実施するために、事業の実施状況等を振り返り評価するもの。

評価を行うことで、課題が発見され、
次の事業で何を改善し、どうすれば
効果的・効率的な事業実施となるかが
明確になる。

よりみちバス（R6.10～R7.9）
についての評価を実施



5目標設定の考え方

目標１：１日あたりの年間平均利用者数

目標２：地域の公共交通機関の現状に対する満足度

北野 ≪城島地域≫
○これまでの運行目標が達成できていない。
○現在の目標値を据え置き設定。
乗合を考慮した状態（1便あたり1.5人）での運行を目標とし、
1日の運行便数を考慮した設定

【A日程】 月・水・土 17便 × 1.5人 ＝ 25.5人

【B日程】 火・木・金 16便 × 1.5人 ＝ 24人 ≠ 30人

市民意識調査の結果に久留米市地域公共交通網形成計画の目標の年平均伸び率（0.8％）を上乗せして設定
＜久留米市地域公共交通網形成計画の同指標 R8目標値：57.3％ ＞
※直近の実績が目標値を下回った際は、前年度目標値を据え置き

R7年度目標値 （北野）43.5％ （城島）29％

≪北野地域≫
○これまでの運行目標は達成してきている。
○直近３か年（R3～R5）の実績値の増加人数の
平均を前年度目標値に上乗せして設定。

【直近３か年（R3～R5）の１日平均利用者数の平均増加数】
（R3→R4）＋6.2人（R4→R5）＋5.2人 ≪平均≫5.7人
【R7バス会計年度の目標値】

（R5年度目標値）50人 ＋ 5.7人 ＝ 55.7人 ≒ 55人



6北野地域よりみちバス「コスモス号」
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7北野地域よりみちバス「コスモス号」

目標１：１日あたりの年間平均利用者数

55 人 49.0 人

目標２：北野地域の公共交通機関の現状に対する満足度

43.5 % 40.8 %

・定期的利用者の施設入所等による減少が影響しており目標は未達成
・目標達成には更なる新規利用者の確保が必要

・前回調査より増加はしているが、目標は未達成
・よりみちバスとともに、広域的な移動を担う鉄道やバスについても、各交通事業者と密に連携して、利用
環境の改善等による利便性の向上および利用促進に取り組むことが必要

目標達成状況

⇒よりみちバスだけでなく、バス・鉄道・タクシーなども含めた公共交通機関全体

※利用者数：14,254人／運行日数：291日
※前回比較：53.8人／日（▲4.8人／日）

※前回比較：39.5%（+1.3%）

※補足：満足度の把握方法
• 久留米市に在住の満1５歳以上の人を対象とした、R7年度市民意識調査の速報値から、北野地域のデータを抽出
• バス、鉄道、タクシーなどの公共交通機関やよりみちバスなどの生活支援交通の現状について、

「満足・やや満足・やや不満・不満・わからない・無回答」の回答のうち、「満足・やや満足」の割合

11/19
地域別年代別のクロス集計を依頼中
どの世代が満足度が低いなどの分析
が出来れば記入する（城島も同様）



977 
1,632 2,065 

3,062 3,024 2,934 2,757 2,778 3,046 3,139 1,036 

1,982 

2,974 

3,317 3,243 
2,855 3,281 

3,988 3,952 3,779 

11.7 12.5

17.6

22.3 22.0
20.0 20.7

23.7 24.4 23.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

0

3,000

6,000

9,000

12,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

A日程 B日程 1日あたり

8城島地域よりみちバス「インガット号」

（人）

2,013人 3,614人 5,039人 6,379人 6,267人 5,789人 6,038人 6,766人 6,998人 6,918人

※バス会計年度（10月～9月）ごとに各年度を比較

【目標1：利用者数30人／日】

目標1未達成
（－６.１人）



9城島地域よりみちバス「インガット号」

目標１：１日あたりの年間平均利用者数

30 人 23.9 人

目標２：城島地域の公共交通機関の現状に対する満足度

29.0 % 27.6 %

・上期（１月・２月期）の大幅な減少が影響しており目標は未達成であるが、下期の利用者数は過去最高
・地域連携による利用促進の効果が徐々に出てはいるものの、目標達成には更なる利用者確保が必要

・前回調査より増加はしているが、目標は未達成
・よりみちバスとともに、広域的な移動を担う鉄道やバスについても、各交通事業者と密に連携して、
利用環境の改善等による利便性の向上および利用促進に取り組むことが必要

⇒よりみちバスだけでなく、バス・鉄道・タクシーなども含めた公共交通機関全体

目標達成状況

※利用者数：6，918人／運行日数：289日
※前回比較：24.4人／日（▲0.5人／日）

※前回比較：25.9%（＋1.7%）

※補足：満足度の把握方法
• 久留米市に在住の満1５歳以上の人を対象とした、R７年度市民意識調査の速報値から、城島地域のデータを抽出
• バス、鉄道、タクシーなどの公共交通機関やよりみちバスなどの生活支援交通の現状について、

「満足・やや満足・やや不満・不満・わからない・無回答」の回答のうち、「満足・やや満足」の割合



10事業評価（R６.10～R７.9）

・国土交通省九州運輸局提出様式（別添１）

・国土交通省九州運輸局提出様式（別添１－２）

一次評価（案）



11事業評価（R６.10～R７.9）

国土交通省九州運輸局提出様式（別添１）



12事業評価（R６.10～R７.9）

国土交通省九州運輸局提出様式（別添１ー２）



13議案第８号

地域公共交通調査事業（地域公共交通アップデート化

推進事業（市町村型））の一次評価について

地域公共交通調査事業（地域公共交通アップデート化推進

事業（市町村型））の一次評価について、別紙のとおり承認

を求める。

令和 ８年 １月１６日提出



14地域公共交通調査事業の一次評価について

次期計画では、単なるデータの更新や改訂だけでなく、人口分布やモビリティデータ（利用状況など）
を活用した現状・課題分析を行うことで、地域毎の課題を確認し、解決に向けた具体的な手法を探る必要
がある。また、その結果を多様な関係者と共有・連携することにより、地域の実情に合わせた実効的・持
続可能な計画に見直すことが求められている。

アップデートとは？

地域公共交通のアップデート化

（出典）国土交通省資料

現行計画では、公共交通空白地域への生活支援交通の導入や路線バスへの赤字補助等の施策を実施して
きたが、少子高齢化による利用者・運転者不足等により持続可能性・採算性（乗合率）・利便性（運行本
数）が低下している。



久留米市地域公共交通計画

市民アンケート
（高校生Webアンケート）

２.交通ネットワーク
情報

４.潜在需要情報
（将来分析）

③エリア毎の課題整理

３.交通サービスの
利用情報

④将来像及び基本方針の検討

１．人口情報
・地域特性情報

②現状診断（データ分析）

①住民ニーズ把握
網計画評価

⑤施策・事業検討

パブリックコメント

令和7年度

令和8年度

⑦計画公表

⑥素案作成

地域公共交通調査事業の一次評価について 15

×



①住民ニーズ把握

調査項目 調査内容 回答状況 主な意見・傾向等

交通事業者
ヒアリング
調査

【調査項目】①公共交通の現状の利用特性

                  ②運行にあたっての問題点等

【調査対象】市内の公共交通事業者

               （路線バス、タクシー、鉄道）

【調査方法】直接ヒアリング

【調査時期】令和7年9月

西鉄バス久留米㈱
堀川バス㈱
㈱甘木観光バス
久留米西鉄タクシー㈱
安全タクシー㈱
㈲丸金タクシー
㈲くまタクシー
浮羽交通㈱
西日本鉄道㈱

計９事業者

①（利用特性）

・事業路線ごとの、利用者・利用時間帯の特性を把握

②（問題点）

・各事業者が共に「ドライバーの高齢化や運転手不足の

深刻化」を指摘

・路線バス事業者は「バス遅延」「バス待ち環境」

「最終便延長」を指摘

・鉄道事業者は「駅のバリアフリー化や駅前ロータリー

整備」を指摘

市民アンケート
調査

【調査項目】① 日常的な移動実態や公共交通

                          利用状況

②現状公共交通の評価や今後の

取組みの重要度等

【調査対象】無作為抽出した市民3,000世帯

                （1世帯当たり2票配布）

【調査方法】郵送+WEB回収方式

【調査期間】令和7年11月17日～12月5日

1,330票
（44.3％）

※速報時点

①（利用状況）

・日常的な公共交通利用は市中心部では高く（約30％）、

郊外部では低い（15％以下）傾向

②（評価）

・公共交通への評価は「満足」25％、「不満」19％

・「鉄道による移動しやすさ」が比較的高評価

・「バス停の環境」に関する評価が全体的に低く、

郊外部では「公共交通未運行地域の交通サービス提供・

       充実度」が低評価

（今後の取組みの重要度）「路線バスによる移動しやすさ」

高校アンケート
調査

【調査項目】① 高校生の通学実態や公共交通

利用状況

②公共交通等の問題点・改善

要望等

【調査対象】市内12校の「高校２年生」

【調査方法】WEB回収方式

【調査時期】令和7年11月12日～12月5日

1,435票
（58.3％）

市内居住 903票
市外居住 466票
学生寮居住 66票

①（利用状況）

・公共交通利用者は、「単一手段による通学」が多く、

北野方面や三潴方面では「乗継による通学」の割合が

他の地域より多い。

・公共交通利用者の公共交通への評価は「満足」48％、

「不満」22％

②（問題点）

・多くの学生が「運行本数が少ない」ことを指摘

よりみちバス
利用者
アンケート調査

【調査項目】① よりみちバスの利用実態

②満足度

【調査対象】北野地区、城島地区の2路線

【調査方法】直接ヒアリング

【調査時期】令和7年10月 各路線2日間

北野地区
67票

城島地区
40票

①（利用実態）

・利用者は「北野地域は60歳以上（城島地区は70歳

以上）」、時間帯は「午前中利用」が多い

・利用目的は「買い物・通院」が約75％で、

「公共交通機関への乗り継ぎ」が約10％

②（満足度）

・利用者のほとんどが「満足」と回答

地域公共交通調査事業の一次評価について 16



17地域公共交通調査事業の一次評価について

出典；地域公共交通計画の「アップデートガイダンスver1.0」（国土交通省）

②現状診断（データ分析）

・現状診断にあたっては、①人口情報、②地域特性情報（病院、学校、商業施設、公共施設等）、③交通ネットワーク情報、
④交通サービス利用情報、⑤潜在需要情報を重ね合わせ、データを活用した確認を行います。



18地域公共交通調査事業の一次評価について

現状診断

モビリティデータを
活用して地域の現
状を診断します

地域交通が
目指す姿の設定

施策の設定 KPIの設定 評価

地域全体が目指
す姿に照らして求
められる地域交通
の役割を明確にし
ます

地域交通が目指す
姿の実現に向けて、
課題を解決するため
の手段を設定します

施策の進捗・効果
を的 確 に 説 明
で き るKPIと目標
値を設定します

計画の実行力を高
めるためのモニタリ
ング・評価の内容・
手順を設定します

計画の策定

④将来像及び基本方針の検討

計画の評価

将来像 基本方針１

基本方針２

基本方針３

次回交通会議にて・・・

（引用）地域公共交通計画の「アップデートガイダンス」

③エリア毎の課題整理



19事業評価（R７.５～R８.３）

国土交通省九州運輸局提出様式（別添１）

一次評価（案）



20議案第９号

第２期久留米市地域公共交通網形成計画の

評価指標(案)について

第２期久留米市地域公共交通網形成計画の評価指標(案)に

ついて、別紙のとおり承認を求める。

令和 ８年 １月１６日提出
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概要
第2期久留米市地域公共交通網形成計画の計画期間１年間延伸に伴い、令和８年度末の
目標達成状況を評価するための目標値を定めるもの

評価指標
上段：指標の定義 現時点の

達成状況
目標値

(R７年度) (R8年度)下段：数値の推移

指
標
１

市内主要鉄道
駅の乗降客数

市内主要駅（11駅）※1の年間乗降回数
△

未達
2,665 2,6652,665 ⇒ 2,327 ⇒ 2,432 万人／年

（H29年度） （R4年度） （R5年度）

指
標
２

中心拠点内の
乗降客数割合

市内の年間の公共交通総乗降客数に占める
中心拠点内の乗降客数の割合 ○

達成
74.1 74.1

72.1 ⇒ 75.7 ⇒ 75.6％

（H29年度） （R4年度） （R5年度）

指
標
３

生活支援交通
の導入校区数

生活支援交通の導入校区数
△

未達
46/46 46/4626/46 ⇒ 33/46 ⇒ 33/46 校区

（R1年度） （R5年度） （R6年度）

指
標
４

市内主要鉄道
駅のバリアフリー
化率

市内の主要駅（11駅）※1のうち、バリアフリー化
された駅の割合 ×

未達
45 45

36 ⇒ 36 ⇒ 36 ％

（R1年度） （R5年度） （R6年度）

※1 中心拠点の主要駅（JR久留米・西鉄久留米・花畑・聖マリア病院前）
地域生活拠点の中心駅・分岐駅（荒木・大善寺・善導寺・宮の陣・北野・田主丸・三潴）

第２期久留米市地域公共交通網形成計画の評価指標(案)

達成状況 ○…目標を達成 △…目標未達成だが指標が改善傾向で推移 ×…未達成でかつ指標が横ばいまたは悪化傾向
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評価指標
上段：指標の定義 現時点の

達成状況
目標値

(R７年度) (R8年度)下段：数値の推移

指
標
５

ノンステップバス
の導入率

市内を運行する路線の配車台数に対する
ノンステップバスの台数の割合（年間2台ずつ着実
に導入していく） △

未達
15.3 15.3

6.1 ⇒ 8.9 ⇒ 11.7 ％

（R1年度） （R5年度） （R6年度）

指
標
６

地域公共交通
の乗降客数

地域公共交通の年間乗降客数
△

未達
4,167 4,167

4,167 ⇒ 3,596 ⇒ 3,689 万人／年

（H29年度） （R4年度） （R5年度）

指
標
７

久留米市の
観光入込客数

「久留米市観光・MICE戦略プラン」における目標
値 △

未達
630 630

591 ⇒ 435 ⇒ 501 万人／年

（H29年度） （R4年度） （R5年度）

指
標
８

公共交通に対
する市民の満
足度

「市民意識調査」において、「バス・鉄道・タクシーな
どの公共交通網の整備」に対する回答「満足・やや
満足」の割合

×
未達

57.3 57.3

52.6 ⇒ 47.3 ⇒ 40.7 ％
（H30年度） （R5年度） （R6年度）

第２期久留米市地域公共交通網形成計画の評価指標(案)

達成状況 ○…目標を達成 △…目標未達成だが指標が改善傾向で推移 ×…未達成でかつ指標が横ばいまたは悪化傾向



23議案第10号

城島地域よりみちバスの事業計画変更（案）について、

別紙のとおり承認を求める。

令和 ８年 １月１６日提出

城島地域よりみちバス「インガット号」の

運行計画変更（案）について



24城島地域よりみちバス「インガット号」のダイヤ改正

①犬塚駅での西鉄電車「西鉄天神大牟田線」への接続時間を調整するため、
運行時刻を見直す

②令和７年１０月１日の西鉄バス「大善寺線」のダイヤ改正に伴い、
運行時刻を見直す

※本改正による運行経路及び運行本数の変更はなし

改正内容

改正実施予定日

令和８年７月１日（水）

別紙１のとおり

ダイヤ改正（案）



25議案第11号

久留米市運賃協議分科会設置要領を別紙のとおり制定する

ことについて、承認を求める。

令和 ８年 １月１６日提出

久留米市運賃協議分科会設置要領の制定について



26運賃協議分科会の設置

道路運送法の改正（令和５年 10 月１日施行分）にて、従来は地域公共
交通会議で行っていた一般乗合旅客自動車運送事業の協議運賃の協議に
ついて、従来の地域公共交通会議は複数の関係者や関係団体が含まれるため、
当該会議での運賃協議は独占禁止法に抵触する恐れが生じるとして、新たに
同法第９条第４項に定める「協議会」において協議を行うこととなった。
ついては、久留米市地域公共交通会議設置要綱第１３条に基づき、協議

運賃に関する協議を行う分科会として、新たに「運賃協議分科会」を設置
するため要領を制定する。

要領制定の背景

要領（案）

別紙２のとおり

設置時期

本会議の議決後、すみやかに設置する。なお、運賃協議分科会は、
協議すべき事案が生じた際に、会長が招集する。



27運賃協議分科会の設置

地域公共交通会議

根拠 道路運送法施行規則（第９条の３）

構成員

○市区町村長又は都道府県知事
○一般旅客自動車運送事業者及び
その組織する団体

○住民又は旅客
○地方運輸局長
○一般旅客自動車運送事業者の運転手が
組織する団体

○（自家用有償運送について協議する場合）
自家用有償旅客運送を行っている者

○道路管理者、都道府県警察、学識経験者等

協議事項

○乗合旅客運送の態様
○乗合旅客運送の運賃・料金等に関する事項
○自家用有償旅客運送の必要性、旅客から
収受する対価に関する事項等

地域公共交通会議

根拠 道路運送法施行規則（第４条の２）

構成員 変更なし

協議事項

○乗合旅客運送の態様
○自家用有償旅客運送の必要性、旅客から収
受する
対価に関する事項等

運賃協議分科会（NEW）

根拠 道路運送法（第９条第４項）

構成員 ○市区町村又は都道府県
○運賃等を定めようとする一般乗合旅客
自動車運送事業者

○地方運輸局長
○関係住民の意見を代表する者

協議事項 ○乗合旅客運送の運賃・料金等に関する事項

■協議事項

・地域における需要に応じ当該地域住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域に係る運賃等について協議
■構成員
①市町村又は都道府県②一般旅客自動車運送事業者（乗合又は乗用）③地方運輸局長
④市町村の長又は都道府県の知事が関係住民の意見を代表する者として指名する者
■留意事項
・構成員を限定する観点から、地域公共交通会議と連続して協議を行う場合においては、上記①～④以外の構成員を退室させる又は
別室で行う等、十分注意が必要

← ※協議を行う構成員は①～④に限定される

「運賃協議分科会」の概要



28運賃協議分科会の設置

今後の協議運賃について

01．公聴会等の実施

➢ 利用者・利害関係者の
意見等を集約

＜実施方法＞

• 公聴会の実施

• アンケートの実施

• 地域住民の意見交換 等

02．
➢ 01の公聴会等で集約し
た意見等をふまえ運賃
を協議する

03．交通会議の開催

➢ 運賃以外の態様（路線や
運行系統の変更など）に
ついて協議する

＜注意事項＞

02で協議された運賃に
ついては交通会議の協議
事項とすることは出来ない

運賃協議分科会を開催する
場合は、交通会議と同一日
に開催する予定

運賃協議分科会の
開催



29議案第12号

久留米市地域公共交通会議設置要綱を別紙のとおり一部改

正することについて、承認を求める。

令和 ８年 １月１６日提出

久留米市地域公共交通会議設置要綱の一部改正について



30久留米市地域公共交通会議設置要綱の一部改正

議案第１１号にて設置予定の運賃協議分科会にて協議する事項を明確化
するため、及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正内容
（令和２年 11 月27日施行分）を踏まえ、計画名称などの文言を整理する。

要綱改正の背景

要綱改正（案）

別紙３のとおり

改正時期

本会議の議決後、すみやかに改正する。

（参考）地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正概要（国土交通省資料抜粋）



31（参考）久留米市地域公共交通会議設置要綱 新旧対照表



32（参考）久留米市地域公共交通会議設置要綱 新旧対照表
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